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特定保健用食品の表示許可に係る答申について 
 

平成 29 年８月 31 日 

内閣府消費者委員会事務局 

 

 平成 27 年４月 30 日付、平成 27 年９月 15 日付及び平成 29 年４月 21 日付特定保健用食

品の表示許可に係る内閣総理大臣からの諮問に関し、消費者委員会新開発食品調査部会に

おいて審議を行い、当該部会において結論が得られた品目について、昨日付で消費者委員

会委員長より答申を行った。 

 

１．次の品目は、新開発食品調査部会において結論が得られ、特定保健用食品として認め

ることとして差し支えないこととされた。 

・ガセリ菌 SP 株ヨーグルト 

・ヘルシアＷコーヒー 無糖ブラック 

・特茶 

・ホット特茶 

・特茶トクチャカフェインゼロ 

・特茶カフェインゼロ 350 

 

２．上記品目については、平成 29 年８月 30 日付で消費者委員会委員長より「特定保健用

食品として認めることとして差し支えない」旨、答申を行った。 

 

別添資料：答申書 

 

【本件問い合わせ先】内閣府 消費者委員会事務局 

担  当：宮島・原田 

電  話：０３－３５８１－９３８０ 

ＦＡＸ：０３－３５８１－９４７６ 

 

 
 


